
写真撮影ルール

企業請案件



①作業前・作業中・作業後の写真

作業時、下記項目に沿って必ず写真撮影を行ってください。
写真撮影前にお客様へ必ず写真撮影許可をいただくようお願いします。

作業前 作業中 作業後

・不具合がわかる写真
・部品取り付け前の写真
・対象商品の型番・品番がわかる写真

・作業途中の状況写真・部品の写真
・請求の根拠となる写真
（行った作業、交換した部品がわかる）

・不具合が解消された写真
・部品取り付け後の写真
・不具合が解消しない場合最終状況の写真

※JBRが作業前・中・後を判断できるように撮影をお願いします。

写真撮影ルール



②その他の作業写真（別途写真撮影の指示がある場合）
①に加えて、モバイルシステム作業詳細の備考に写真撮影についての指示がある場合、指示に

従って追加で撮影をお願いします。

③サービス書控の写真
お客様にお渡ししたサービス書のパートナー店様控を撮影してください。

④駐車場のレシートまたは領収書の写真
実作業分の駐車料金が税込5,000円を超える場合、領収書またはレシートの写真の添付がある場

合のみ、その半額を駐車料金として支払います。
※「委託代金以外の代金について」参照

クライアントへの作業完了報告に写真が必要となります。
忘れずに撮影をお願いします。
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